
我が子 に会いたい親の金 主催 公開ミ ー ティング

‥ ･ 被災地における離婚と子ども ‥ ･

面会交流支援事業 検討会

平成2 4 年4 月1 日より､ 離婚後の親子の面会交流に関する条項(7 6 6 条) を含む改

正民法が施行されました ｡ しかし ､ そ の後も離婚に伴い引き離される親子 は後を絶

たず ､ 改め てその実効性が問題視されて います｡

そうした中 ､ 当会では ､ 先般1 1 月 に実施された｢ 面会交流支援員のため の モ デ

ル研修｣ に引き続き､ 仙台市等政令指定都市にて実施される べ き公的面会交流支

援事業に関する具体的検討を行ないます ｡

つ きましては ､ 今後 の被災地 における親子 の面会交流を考える機会として ､ 支援

者 ､ 当事者 の 方々 を始め ､ 広く離婚と子ども問題に興味ご関心 のある皆様方 の ご参

加を歓迎致します｡

1 ､ 内容

* 運営委員会(13 時半 ～ 1 4 時1 5 分)

( 1) はじめ に : 主催者あいさ つ(1 4 時半 ～ )

( 2) ｢ 被災地における面会交流支援事業に つ い て｣
(1 4 時4 0 分 ～ 1 6 時2 0 分)

講師: せ んだ い ･ み やぎ N P O セ ン タ
ー

､ 臨床 心理 士 ､ 行政書士 ､ 弁護士等
･ 被災地に おける公的な面会交流支援事業に関する要望書及 び モ デ ル 事業案の

検討 等

(3) お わりの 挨拶(1 6 時20 分)

2 ､ 日時‥平成2 5 年2 月2 3 日( 土) 1 4 時半 - 1 6 時半 (開場1 4 時1 5 分)

参加費: 無料
( 参加をご希望 の 方は ､ 我が子 に会い た い 親 の会まで 早め にご連絡下さい)

3 ､ 場所 : 仙台市青年文化センタ ー 研修室3

〒9 8 1 - 0 90 4 仙台市青葉 区旭ヶ丘 3 丁 目2 7 - 5 T E L O 22 -2 7 6 - 6 7 7$ ( 代表)

4
､ 連絡先: 我が子に会いた い親の会
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